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１ 基本計画の位置付け 

 本計画は、平成２２年１０月に策定した「小田原駅東口お城通り地区再開発事

業 基本構想」を基に、一般財団法人小田原市事業協会と詳細協議を重ね、お城通

り地区再開発事業区域のうち、広域交流施設ゾーンに先立ち整備する駐車場施設ゾ

ーンの施設規模、施設内容、道路計画を検討し、駐車場施設、駐車場へのアプロー

チ道路（以下「アプローチ道路」という。）、公共・公益施設等に関する基本計画を

取りまとめるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地利用の方針図 
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２ 駐車場施設整備計画 

・  天守閣への眺望を目的にした「小田原市景観計画（※１）」の規

定による高さの制約に配慮（３頁参照）しつつ、駐車場施設や、

公共・公益施設等について、可能な限りのボリュームを確保して

床利用を図る。  

・  駐車場施設については、広域交流施設ゾーンにおける利用者のみ

ならず、駐車場整備地区内における需要を賄う一般公共の用に供

する主要な駐車場として整備する。  

・  駐車場施設における自動車の収容台数を極力多く確保し、併せて、

自動二輪車と自転車の駐車機能を整備する。また、中心市街地を

含め、より広がりをもったエリアにおいて、観光客の回遊を促す

ためのレンタサイクル施設も配置する。  

・  駐車場施設に併せて、お城通りに面した１階部分には、公共・公

益施設等を配置する。  

 

（１）自動車駐車場 

・  収容台数については、周辺地区を含めた駐車需要を考慮する一方で、

周辺道路環境への影響も十分勘案し、３７０台程度とする。  

（６～８頁参照）  

・  出入口については、自動車・歩行者等交通量の多い市道２２１６

（お城通り）及び市道０００４（弁財天通り）を避け、敷地北西

側（ＪＲ側）にアプローチ道路を整備し、当該道路沿いに設置する。 

・  施設の２階から屋上までを自動車駐車場として配置する。  

・  駐車場の形式については、自走式の

中で、最も多くの自動車が収容可能

となる連続傾床式とする。（車路の

床に緩やかなスロープを設ける形

式、右図参照。）  

・  「神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例」等による「車い

す使用者用駐車区画」も併せて確保する。  

※１ 小田原市景観計画（平成 17年 12月 16日告示第 119号） 
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■小田原駅前広場（ペデストリアンデッキ上）から天守閣方面への眺望 
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自動二輪車等保管方法 

チェーンロックシステムイメージ 

（２）自動二輪車等駐車場  

・  自動二輪車等駐車場については、公共・公益施設等の利用者、駅

周辺の利用者及び観光客のために、原動機付自転車も含め、収容

台数４０台程度の施設を整備する。

（６頁参照）  

・  また、利用者の安全面を考慮して

自転車との混在を避けた城址側の

配置とする。  

 

（３）自転車駐車場  

・  自転車駐車場については、公共・公益施設等の利用者、駅周辺の

利用者及びレンタサイクルの利用者のために収容台数１１０台

程度の施設を整備する。一般自転車用は８０台程度とし、レンタ

サイクル用は３０台程度とする。（６頁参照）  

・  また、利用者の利便性を考慮するとともに、安全面に配慮して   

自動二輪車等との混在を避けた駅側の配置とする。  

・  保管方法は、利用し易い平置きとするが、施設開業後の利用状況

により２段ラックを設置して収容台数を増やすなど、柔軟な対応

を図っていく。  

・  レンタサイクル施設については、現行の「小田原城歴史見聞館」

入口横で、事業展開しているレンタサイクル「ぐるりん」事業を

当該施設に移転させ、自転車の車種の多様化や利用時間を延長す

るなど、サービスの向上を図っていく。  

 

 

 

 

 

自転車保管方法 
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（４）公共・公益施設等  

・  公共・公益施設等については、現在、小田原駅周辺に点在する市

民活動サポートセンター、女性プラザ、国際交流ラウンジなどの

市民利用施設を集約するとともに、市民会館本館の会議室機能を

配置し、市民や市民団体、企業など、様々な主体による連携の取

り組みやより質の高い公益的な活動を創出していく拠点施設「（仮

称）市民活動交流センター」として整備を行う。（６頁参照）  

・  市民活動の様子が見えることでにぎわいと交流が生まれるよう、

施設は市道２２１６（お城通り）に面した１階部分に配置し、施

設規模は１，４００平方メートル程度とする。  

・  配置する機能としては、様々な主体が集い、交流し、新たな連携

や活動を創造していくことができるよう、フリーデスクスペース

や情報スペース等の「交流機能」、ミーティングルームやプレゼ

ンテーションルーム等の「会議機能」、カフェスペース等の「集

客機能」を想定し、諸室の配置や運営方法、事業内容等の詳細に

ついては、今後検討を進める。  

 

（５）駐車場施設の整備概要  

 主要構造等  鉄骨造  ５層６段（５階建て）     

  施設延床面積  １２，２５５㎡     

 自動車収容台数  ３６８台  

 自動二輪車等収容台数  ４０台  

 自転車収容台数  

 （一般自転車用）  

 （レンタサイクル用）  

１１０台    

            （８０台）  

           （３０台） 

 公共・公益施設等面積  １，３８３㎡   

※上記数値は、今後の実施設計において、変動が見込まれる。  
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■駐車場施設ゾーン １～２階平面図 
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■駐車場施設ゾーン ３～Ｒ階 平面図 
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■駐車場施設ゾーン 断面図 
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■駐車場施設 イメージパース 
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３ アプローチ道路等整備計画 

（１）アプローチ道路・施設利用者アクセス計画（自動車関係） 

・ 駐車場施設ゾーン及び広域交流施設ゾーンへの動線として、お城通り地区

再開発事業区域内にアプローチ道路を整備する。（１１頁参照） 

・  この整備により、現状の駅前広場に隣接する東口臨時駐車場への

車両進入口を、お城通り交差点からアプローチ道路へ進入する形

に変更することにより、歩行者の安全性の向上や駅前広場におけ

る通過交通（現状の臨時駐車場利用車両）の低減など、周辺の道

路交通環境の改善を図る。  

・  利用車両の通行形態については、周辺交通量の実態調査を行った

上で、将来交通需要を予測し、周辺道路への影響や交通安全上の

観点などを踏まえて、現状のＴ字交差点「お城通り交差点」の信

号機を増設し、十字交差点としての整備を図り、交互通行とする。 

・  市道２２１６（お城通り）に自動車駐車場の出入口を設置するこ

とは、入庫待ち車両の滞留による本線への影響や歩行者の通行に

支障を及ぼすため、アプローチ道路沿いに出入口を設置し、入庫

は安全面から左折限定、出庫は右左折可能とする。  

・  また、交通安全上の観点を踏まえ、市道０００４（弁財天通り）

からアプローチ道路への進入は左折限定、アプローチ道路から市

道０００４（弁財天通り）への進入も左折限定とする。  

・  道路の構成は、「小田原市開発

事業に係る手続及び基準に関す

る条例」により、全幅９メート

ルとし、両側にそれぞれ３メー

トルの車道と０．５メートルの

路肩、駐車場施設側に２メート

ルの歩道を設置する。  
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■アプローチ道路等計画平面図 
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アプローチ道路 



（２）施設利用者アクセス計画（歩行者、自動二輪車等、自転車関係）  

・  駐車場施設利用者のアクセス手段（歩行者、自動車、自動二輪車

等及び自転車）別に、それぞれの動線が安全面の観点から可能な

限り交錯しないように計画する。（１３頁参照）  

・  歩行者の動線は、駅方面からはお城通り交差点付近の出入口を利

用し、市道０００４（弁財天通り）方面からはポケットパーク付

近の出入口を利用する。  

・  自動二輪車等駐車場及び自転車駐車場の各出入口は、アプローチ

道路に面してそれぞれ独立して設置する。  

・  自動二輪車等の動線は、お城通り交差点又は市道０００４（弁財

天通り）からアプローチ道路へ進入し、入出庫とも右左折可能とする。 

・  自転車の動線は、お城通り交差点から進入してアプローチ道路に

面する出入口から入出庫する。  
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■駐車場施設ゾーン 施設利用者アクセス計画図 
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　４　整備スケジュール

4 7 10

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

H26.1

平成２４年度以前

緑 化 歩 道 整 備 （用地取得後、随時暫定供用）

建設工事
実施設計

○お城通り地区全体における整備スケジュールを次のとおりに示す。

埋蔵文化財発掘調査
供用開始

（ 事業者意向調査

基

本

構

想

平

成
22

年
10

月

完
成

広域交流施設ゾーン

事

業

合

意

整

備

基

本

計

画

事業者公募 施設整備 ）・事業者決定
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駐車場施設ゾーン整備時における事業用地の利用状況について 

 

○ 小田原駅東口臨時駐車場の規模縮小について 

・ 埋蔵文化財発掘調査開始時から駐車場施設ゾーン部分については閉鎖となる。 

・ 閉鎖後は、入り口を現状のままとし、市道２２１６（お城通り）沿いに臨時

出口を設置することで、広域交流施設ゾーン部分において１５０台程度の駐

車場として、引き続き有効活用を図っていく。 

 

○ 埋蔵文化財発掘調査及び駐車場施設等建設時の工事車両の出入りについて 

・ 埋蔵文化財発掘調査においては、交通誘導員を配置し、市道０００４（弁財

天通り）側からの出入りを想定している。 

・ 駐車場施設等建設時は、お城通り交差点からの仮設進入路を築造し、交通誘

導員を配置した上で、そこからの出入りを想定している。 

・ いずれも、今後の工程計画を踏まえ、工事施工業者が決まった段階で適切な

出入口を決定する。 

 

※ 埋蔵文化財発掘調査 平成２５年９月～平成２６年３月 

※ 駐車場施設等建設  平成２６年４月～平成２７年３月 

 

 

 

参考資料２ 
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お城通り地区再開発事業 駐車場施設ゾーンの整備時における事業用地の利用状況 
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